
鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 十 五 年 東 京 都 規 則 第 八 十 二 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案 現 行 

鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

施 行 細 則 

鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 

（ 書 類 の 提 出 先 ） （ 書 類 の 提 出 先 ） 

第 一 条 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 四 年 法 律 第 八 十 八 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 、 鳥 獣 の 保 護 及 び

管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 四 年 政 令 第

三 百 九 十 一 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 及 び 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並

び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 環 境 省 令 第

二 十 八 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 申 請 書 そ の 他 の

書 類 を 提 出 し よ う と す る 者 は 、 東 京 都 多 摩 環 境 事 務 所 の 所 管 す る

区 域 に 住 所 を 有 す る 者 に あ っ て は 東 京 都 多 摩 環 境 事 務 所 長 を 、 東

京 都 支 庁 の 所 管 す る 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 に あ っ て は 所 管 の 東

京 都 支 庁 の 長 を 経 由 し て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 一 条 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法

律 第 八 十 八 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正

化 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 四 年 政 令 第 三 百 九 十 一 号 。 以 下

「 令 」 と い う 。 ） 及 び 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 環 境 省 令 第 二 十 八 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に よ り 申 請 書 そ の 他 の 書 類 を 提 出 し よ う と す る 者 は 、 東 京

都 多 摩 環 境 事 務 所 の 所 管 す る 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 に あ っ て は

東 京 都 多 摩 環 境 事 務 所 長 を 、 東 京 都 支 庁 の 所 管 す る 区 域 に 住 所 を

有 す る 者 に あ っ て は 所 管 の 東 京 都 支 庁 の 長 を 経 由 し て 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 二 条 及 び 第 三 条 （ 現 行 の と お り ） 第 二 条 及 び 第 三 条 （ 略 ） 

（ 狩 猟 免 状 等 再 交 付 申 請 書 ） （ 狩 猟 免 状 等 再 交 付 申 請 書 ） 

第 四 条 規 則 第 七 条 第 十 項 、 第 十 三 条 の 九 第 四 項 、 第 十 五 条 第 五 項 、

第 十 九 条 の 九 第 四 項 、 第 二 十 条 第 四 項 、 第 二 十 四 条 第 四 項 、 第 四

十 六 条 の 二 第 四 項 、 第 四 十 八 条 第 五 項 若 し く は 第 六 十 五 条 第 九 項

の 申 請 書 又 は 法 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 九 条

第 六 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 申 請 書 は 、 別 記 第 三 号 様 式 に よ る 。 

第 四 条 規 則 第 七 条 第 十 項 、 第 十 五 条 第 五 項 、 第 二 十 条 第 四 項 、 第

二 十 四 条 第 四 項 、 第 四 十 八 条 第 五 項 若 し く は 第 六 十 五 条 第 九 項 の

申 請 書 又 は 法 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 九 条 第

六 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 申 請 書 は 、 別 記 第 三 号 様 式 に よ る 。 



（ 狩 猟 免 状 等 亡 失 届 ） （ 狩 猟 免 状 等 亡 失 届 ） 
第 五 条 規 則 第 七 条 第 十 三 項 若 し く は 第 十 四 項 、 第 十 三 条 の 九 第 七

項 、 第 十 五 条 第 七 項 、 第 十 九 条 の 九 第 六 項 、 第 二 十 条 第 六 項 、 第

二 十 四 条 第 六 項 、 第 四 十 六 条 の 二 第 六 項 、 第 五 十 条 又 は 第 六 十 五

条 第 十 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 四 号 様 式 に よ り 行 う も の と

す る 。 

第 五 条 規 則 第 七 条 第 十 三 項 若 し く は 第 十 四 項 、 第 十 五 条 第 七 項 、

第 二 十 条 第 六 項 、 第 二 十 四 条 第 六 項 、 第 五 十 条 又 は 第 六 十 五 条 第

十 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 四 号 様 式 に よ り 行 う も の と す

る 。 

（ 住 所 氏 名 変 更 届 ） （ 住 所 氏 名 変 更 届 ） 

第 六 条 規 則 第 七 条 第 十 一 項 若 し く は 第 十 二 項 、 第 十 三 条 の 九 第 五

項 若 し く は 第 六 項 、 第 十 五 条 第 六 項 、 第 十 九 条 の 九 第 五 項 、 第 二

十 条 第 五 項 、 第 二 十 四 条 第 五 項 又 は 第 四 十 六 条 の 二 第 五 項 の 規 定

に よ る 届 出 は 、 別 記 第 五 号 様 式 に よ り 行 う も の と す る 。 

第 六 条 規 則 第 七 条 第 十 一 項 若 し く は 第 十 二 項 、 第 十 五 条 第 六 項 、

第 二 十 条 第 五 項 又 は 第 二 十 四 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記

第 五 号 様 式 に よ り 行 う も の と す る 。 

（ 夜 間 銃 猟 作 業 計 画 確 認 申 請 書 ）  

第 六 条 の 二 規 則 第 十 三 条 の 八 第 一 項 の 申 請 書 は 、 別 記 第 五 号 様 式

の 二 に よ る 。 

 

（ 指 定 管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 従 事 者 証 交 付 申 請 書 ）  

第 六 条 の 三 規 則 第 十 三 条 の 九 第 一 項 の 申 請 書 は 、 別 記 第 五 号 様 式

の 三 に よ る 。 

 

第 七 条 （ 現 行 の と お り ） 第 七 条 （ 略 ） 

（ 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 認 定 等 申 請 書 等 ）  

第 七 条 の 二 法 第 十 八 条 の 三 第 一 項 （ 法 第 十 八 条 の 七 第 二 項 又 は 第

十 八 条 の 八 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 申 請 書 は 、

別 記 第 六 号 様 式 の 二 に よ る 。 

 



２ 規 則 第 十 九 条 の 十 二 第 一 項 の 届 出 書 は 、 別 記 第 六 号 様 式 の 三 に

よ る 。 

３ 法 第 十 八 条 の 七 第 四 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 第 六 号 様 式 の

四 に よ り 行 う も の と す る 。 

 

第 八 条 か ら 第 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 八 条 か ら 第 十 三 条 ま で （ 略 ） 

（ 麻 酔 銃 猟 許 可 申 請 書 ）  

第 十 三 条 の 二 規 則 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 の 申 請 書 は 、 別 記 第 十 一

号 様 式 の 二 に よ る 。 

 

第 十 四 条 か ら 第 十 九 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 十 四 条 か ら 第 十 九 条 ま で （ 略 ） 

（ 公 聴 会 ）  

第 二 十 条 知 事 は 、 法 第 二 十 八 条 第 六 項 （ 法 第 二 十 九 条 第 四 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 、 公 聴 会 を 開 催 し よ う

と す る と き は 、 そ の 日 時 、 場 所 及 び 公 聴 会 に お い て 意 見 を 聴 こ う

と す る 案 件 （ 以 下 「 意 見 聴 取 案 件 」 と い う 。 ） を 公 示 す る と と も

に 、 意 見 聴 取 案 件 に 関 し 意 見 を 聴 く 必 要 が あ る と 知 事 が 認 め た 者

（ 以 下 「 公 述 人 」 と い う 。 ） に そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

 

２ 前 項 に 規 定 す る 公 示 は 、 公 聴 会 の 開 催 期 日 の 三 週 間 前 ま で に 東

京 都 公 報 に よ り 行 う も の と す る 。 

 

３ 第 一 項 に 規 定 す る 通 知 を 受 け た 公 述 人 は 、 当 該 通 知 に 係 る 公 聴

会 の 開 催 期 日 の 一 週 間 前 ま で に 当 該 意 見 聴 取 案 件 に 対 す る 意 見

の 要 旨 及 び 理 由 を 記 載 し た 文 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 

 



４ 公 聴 会 は 、 知 事 又 は そ の 指 名 す る 者 が 議 長 と し て 主 宰 す る 。  
５ 議 長 は 、 公 聴 会 に お い て 、 ま ず 公 述 人 の う ち で 当 該 意 見 聴 取 案

件 に 対 し て 異 議 を 有 す る 者 に 異 議 の 要 旨 及 び 理 由 を 陳 述 さ せ な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 者 が 出 席 し て い な い と き は 、 第 三

項 の 規 定 に よ り そ の 者 が 提 出 し た 文 書 の 朗 読 を も っ て そ の 陳 述

に 代 え る こ と が で き る 。 

 

６ 公 述 人 は 、 発 言 し よ う と す る と き は 、 議 長 の 許 可 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。 

 

７ 議 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 公 聴 会 を 傍 聴 し て い

る 者 に 発 言 を 許 す こ と が で き る 。 

 

８ 公 述 人 及 び 前 項 の 規 定 に よ り 発 言 を 許 さ れ た 者 の 発 言 は 、 当 該

意 見 聴 取 案 件 の 範 囲 を 超 え て は な ら な い 。 

 

９ 議 長 は 、 公 述 人 若 し く は 第 七 項 の 規 定 に よ り 発 言 を 許 さ れ た 者

が 前 項 の 範 囲 を 超 え て 発 言 し た と き 又 は 公 述 人 若 し く は 第 七 項

の 規 定 に よ り 発 言 を 許 さ れ た 者 に 不 穏 当 な 言 動 が あ っ た と き は 、

そ の 発 言 を 禁 止 し 、 又 は 退 場 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 

１
０  議 長 は 、 公 聴 会 の 秩 序 を 維 持 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 そ の 秩 序 を 妨 げ 、 又 は 不 穏 当 な 言 動 を し た 者 に 退 場 を 命 ず る

こ と が で き る 。 

 

１
１  議 長 は 、 公 聴 会 の 終 了 後 遅 滞 な く 公 聴 会 の 経 過 に 関 す る 重 要 な

事 項 を 記 載 し た 調 書 を 作 成 し 、 こ れ に 署 名 押 印 し な け れ ば な ら な

い 。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
裏
）

 （ 現 行 の と お り ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
裏
）

 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 （ 現 行 の と お り ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 （ 略 ） 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 （ 現 行 の と お り ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 （ 現 行 の と お り ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 （ 略 ） 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


